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令和３年度鳥取県の「教育に関する大綱」（第二編）の評価について 

 
１．令和３年度大綱に掲げる指標の達成状況等 

指標の達成状況は、74.7%（62/83）と、概ね成果を上げることができた。ただし、課題のあるものもあ
り、引き続き改善に向けて取り組む必要がある。 

 
＜達成できた主な指標＞ 

・難関国公立大学の合格者数 
・教員の児童生徒へのＩＣＴ活用指導力の割合 
・コミュニティ・スクールを導入している学校の割合 
・特別支援学校高等部（専攻科含む）卒業生の（１年後）職場定着率 
・「家で、自分で計画を立てて勉強している」児童生徒の割合（小中高） 
・「難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している」児童生徒の割合（高） 
・「自分の進路を実現するために、目標に向かって努力している」高校生の割合 

 
２．主な課題 
（１）目標を下回ったもの（Ｃ評価となったもの） 
○県立高校の魅力化 
 ・県立高校（全日制課程）の定員に対する入学者数の割合 
  〔目標〕全ての高校で70%を上回る  〔実績〕全日制22校中14校が達成  〔達成率〕63.6% 

 ＜今後の取組＞  
・各校が取り組むべき重点事項を定め、学力向上や資格取得の促進、地域や企業等と連携した教育活動の実
施や国際バカロレア教育の導入など、県立高等学校の魅力化や特色づくりの取組を行う。 

・他県の県外生徒募集校と連携した大都市圏における県外生徒の募集活動を実施する。 
・SNS等や各種メディアを活用した高校の魅力の情報発信。 
・下宿先事前登録制度の拡大展開とその他民間施設等を活用した県外生徒の受入環境整備を推進する。 

 
○教員・生徒の英語力 

  ・英検準１級以上等の英語力を有する英語科教員の割合（中学において目標値以下） 
中学〔目標〕65%  〔実績〕33.5%  〔達成率〕51.5% 

 ＜今後の取組＞  
・求められる英語力を有する教員を確保するため、令和５年度公立学校教員採用候補者選考試験において、
引続き外部検定試験の一定条件（英検準１級以上等）を有する受験者に加点する。 

・各外部試験団体から提供されている特別受験制度や文部科学省主催のオンライン研修について、求められ
る英語力を有していない教員に対しても周知し、積極的な活用を促す。 

・「土曜の英語学び塾（小学校）（中学校）」を開催し、学習指導要領の趣旨を踏まえた外国語教育の授業
づくりの基礎・基本について体験をとおして理解し、指導の基礎・基本及び英語力を身に付ける。 

・すべての中・義務教育学校に指導主事が訪問し、個別に授業改善支援を行うことで、教員が英語を使用す
る割合や言語活動のさらなる実施を促す。 

 
○県内就職 

  ・県外大学進学者の県内就職率（県出身者が多い大学） 
〔目標〕37%  〔実績〕31.8%  〔達成率〕85.9% 

 ＜今後の取組＞  
・「とりふる」を改修し、企業に直接エントリーできる改修を行ったところであり、更なる周知を進めると
ともに、より県外就学生に興味を引く情報の発信を行っていく。 

・若者定着・離職率防止に向けた検討会を設置し、離職者及び就業者に対するアンケート調査を行い、県内
就職・定着に向けたあり方を検討する。 

・産学官による「鳥取県学生等県内就職強化本部」等を通じた学生等の県内就職強化を図る。 
・県高等学校ＰＴＡ連合会と連携し、県内で働くこと、暮らすことの魅力を保護者に知ってもらうためのセ
ミナーを、ＰＴＡの総会や研修会にあわせて実施する。 

・県内外の大学生等と県内社会人等によるオンライン学生交流会を開催する。 
・「来んさいな 住んでみないや とっとり」県民会議とも連携した広報を通じてのアプリの登録促進を行
う。 

・普通科系高校を中心に、地元企業で活躍している方を招き講演会や企業見学会の実施、教員・ＰＴＡを対
象に企業見学会を実施する。 

・協定締結大学を中心に、県外本部・ふるさと鳥取県定住機構と連携して就職情報や県内就職等の魅力の周
知を行うとともに、大学と県内企業の情報交換会を開催する。 

・大手就活サイト内の特設サイトの開設や動画配信により県内企業や鳥取県の魅力を伝えるとともに、県に
ゆかりのある学生にとりナビやとっとりインターンシップ等の情報を配信する。 

・県内中小企業の魅力や採用力の向上を支援する。 
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○いじめ問題 ※R2数値 

  ・「いじめが解消しているもの」の割合 
〔目標〕95%   〔実績〕79.8%（R2実績）  〔達成率〕84.0% 

＜今後の取組＞  
・県内全公立学校の生徒指導担当教員等を対象とした行政説明会において、いじめ問題に適切に対応できる
組織体制づくりの強化を図る。 

・各種教員研修や学校訪問、校長会等を活用して、いじめの未然防止や法律に基づいた適切な対応等につい
てさらなる周知を図る。 

・学校いじめ防止基本方針に基づいた計画的な取組の推進について校長会等で周知を図る。 
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家と連携した組織的な取組の周知を図る。 
・児童生徒理解に基づいた支援の在り方に関する講演会を実施する。 

 
○不登校問題 ※R2数値 

 ・不登校の出現率（小、中、高とも目標値以下） 
小〔目標〕0.4%  〔実績〕1.19%（R2実績）  〔達成率〕33.6% 
中〔目標〕2.5%  〔実績〕3.75%（R2実績）  〔達成率〕66.7% 
高〔目標〕1.2%  〔実績〕1.64%（R2実績）  〔達成率〕73.2% 

＜今後の取組＞  
 ・県と市町村が連携しながら各市町村の実態や課題に応じて魅力ある学校づくりを進める。 
・出かけるセンター（学校訪問型）研修や校長会等において、不登校支援に関するガイドブックの内容につ
いて周知し、要因・背景の見立てや児童生徒理解に基づいた適切な支援を早期に行うことの重要性につい
て助言する。 

・不登校支援に関する研修用動画の活用を校長会等で促す。 
・教員とスクールカウンセラーとの協働による心理教育のさらなる推進を図る。 
・学校でのスクールソーシャルワーカーの活用をさらに推進するため、校長会や出かけるセンター（学校訪
問型）研修等で職務内容の周知を図る。 

・学校生活適応支援員の配置時間を週１２時間から週１７時間に拡充し活用の充実を図る。 
・いじめ・不登校総合対策センターが行っている幼児支援を終了した小学生のうち、読み書きのつまずきが
ある児童に対して個別支援プログラムを行う。 

・高等学校等における不登校・ひきこもり等の生徒を支援する県教育支援センター「ハートフルスペース」
の運営や、eラーニング教材を使った自宅学習支援員によるサポートなど、不登校となった児童生徒への
支援を引き続き実施する。 

 
○教職員の働き方 

  ・時間外業務が月４５時間、年間３６０時間を超える教職員数 
小 〔目標〕0人  〔実績〕月45h超：493.8人  年360h超：1,122人 
中 〔目標〕0人  〔実績〕月45h超：333.3人  年360h超： 637人 
義務〔目標〕0人  〔実績〕月45h超： 25.0人  年360h超：   56人 
高 〔目標〕0人  〔実績〕月45h超： 60.3人  年360h超： 145人 
特 〔目標〕0人  〔実績〕月45h超：  9.5人  年360h超：  24人 

＜今後の取組＞  
 ・「新 鳥取県教育委員会学校業務カイゼンプラン」の各種取組を着実に推進させ、一層の働き方改革の推

進を図るとともに、教員業務支援員の継続配置、学校及び教員が担う業務の明確化と適正化、小学校高学
年における教科担任制の導入と推進、共通学習用ツール等のICTの活用等による業務の削減、効率化を進
める。 

・市町村(学校組合)教育委員会及び学校の管理職の意識をさらに高め、リーダーシップを発揮してカイゼン
活動を推進するため、研修の充実を図る。 

・令和５年度から段階的に休日の部活動を地域へ移行するため、モデル校による実践研究や地域移行に向け
た検討を実施する。 

・鳥取県部活動の在り方に関する方針に基づく部活動休養日や活動時間の遵守を徹底する。 

 
○障がいのある生徒の就職 

  ・特別支援学校高等部（専攻科含む）卒業生の就職率（就職希望者に対する割合） 
〔目標〕100%   〔実績〕84.8%  〔達成率〕84.8% 

＜今後の取組＞  
 ・高等部２年生までの実習をとおした自己理解と働く意義の学習について、各校の効果的な取組を共有して

推進するために進路担当者情報共有会を行う。 
・労働局と協力して、企業への働きかけや就労促進セミナーを実施する。 
・特別支援学校の就労・定着支援員や進路担当者等が関係機関と綿密に連携をとり、就労前から就労後まで
切れ目ない支援を行う。 
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○体力・運動能力・スポーツ 

  ・体力・運動能力調査における上位層の割合（小５の男子女子とも目標値以下） 
小５男〔目標〕42%  〔実績〕31.1%  〔達成率〕74.0% 
小５女〔目標〕48%  〔実績〕40.0%  〔達成率〕83.3% 

  ・体育の授業を除く１日の運動時間が１時間以上の児童の割合（小５男子が目標値以下） 
小５男〔目標〕70%  〔実績〕62.2%  〔達成率〕88.9% 

 ＜今後の取組＞  
 ・教員の指導力、授業の質の向上を図る。（「授業が楽しい」と答える子どもは、体力が高い） 
   →体育、保健体育学習等への指導助言を行う。 
   →学校体育講習会、教育課程研究集会を開催する。 
 ・投動作習得の取組を推進する。（指導のポイント資料作成・用具紹介） 
・運動遊びの習慣化の働きかけを行う（「遊びの王様ランキング」サイトの全面的な見直しなど）。 
・柔軟性向上エクササイズ「ワンミニッツ・エクササイズ」の更なる取組等による柔軟性の向上や、具体的
な事例などを情報発信する。 

   →目標となる数値を教職員に示す。（一人あたりプラス５㎝） 
・コロナ禍の中でも体力向上に取り組むことができる方策を検討し、周知を図る。（学校が休業中でも家庭
でできる運動や活動など） 

・学校、家庭、地域、外部講師等との連携を推進する。 

 

（２）前年度に比較して評価が下がっているもの 
○学力・学びの質（全国学力・学習状況調査等） 

  ・国語・算数（数学）の学力状況 
〔指標〕各教科ごとの県平均が全国平均を上回る 

中３国語 〔実績〕県63% 全国64.6% 
中３数学 〔実績〕県56% 全国57.2% 

〔指標〕最上位層（Ａ～Ｄの４段階のＡ層）の割合が全国の割合を上回る 
中３数学 〔実績〕県29.5% 全国30.5% 

〔指標〕最下位層（Ａ～Ｄの４段階のＤ層）の割合が全国の割合を下回る 
中３国語 〔実績〕県20.9% 全国18.6% 

 ＜今後の取組＞  
・学力向上に向けた中長期的な方向性と具体的な方策を示した「鳥取県学力向上推進プラン」（令和３年３
月策定）に基づき、全県で取組を推進する。 

・学力課題の解決に向けた取組について、県・市町村長・市町村教育委員会で構成する「鳥取県・市町村学
力向上推進会議」を設置し、学力向上推進プロジェクトチーム会議で外部有識者等から提案された助言や
提言を参考に、市町村教育委員会と連携を図りながら取組を進め、全県展開を図る。 

・鳥取県独自の「とっとり学力・学習状況調査」を県全体で実施することで、児童生徒の学力の伸びを把握
することにより成果と課題を明らかにし、授業改善に向けてＰＤＣＡサイクルの徹底を図る。 

・県指導主事による「小学校算数訪問」の実施を通して、各学校における授業改善のさらなる徹底を図る。 
・エキスパート教員の授業公開を通して、学習指導要領の趣旨に沿った授業づくりのモデルを示し、各学校
への周知徹底を図る。 

・教員の指導力向上を図るため、学校教育支援サイトのコンテンツを整備し、エキスパート教員等によるモ
デル授業や研修の動画、各種資料等、授業改善についての資料を充実させるとともに、研修パッケージ等
の校内研修向け教材を各学校で積極的に活用してもらうよう周知する。 

・全県で単元到達度評価問題と単元ごとに整理した活用問題集を活用して、小学校の国語・算数の授業改善
を図る。 

・ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ機器やｅラーニング教材などの活用による児童生徒の実態に応じた学
習を推進するとともに、オンライン会議システムを活用した研修会開催や情報提供に取り組み、教員のＩ
ＣＴ活用指導力の向上を図る。 

・中学校の授業改善を推進するため、国語・数学・英語に係る中学校定期考査改善研修会を開催するととも
に、中学校教育振興会の教科部会との連携を深める取組を行う。 

 
































